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I 経済性の経営学一小島二郎の解説―

本稿は,慶応義塾大学関係の経営学者の 1人 ,

小高泰雄の経営学説を検討 しようとするものであ

る。同大学の経営学者には,独 自の個性ある理論

主張をおこなっている者が多くいる。これをとり

あげ,そ の概要をしり,批判的分析をくわえてお

くことが必要である。従来 ,慶応義塾の経営学者

が学説研究の対象としてとりあげられたことは ,

ほとんどなかった。

小高泰雄 (明 治34-昭和44〔1901-1969〕 年)

の経歴は,昭不Π3(1928)年慶応義塾大学経済学部

卒業 ,同年同大学院入学,昭和 4(1929)年 同学部

助手 ,昭和12(1937)年助教授,昭和14(1939)年

教授 ,昭和32(1957)年新設の商学部教授。

※ 論者は現在 ,東京農業大学生物産業学部教授の職にあ

る。

※※ 本論文は,本誌『学術論文集 (第 21集 )Jに 収録 し

た ,「慶応義塾の経営学者 〔上〕Jに続 くものである。

小高泰雄の経営学説は,一種独特の個性ある理

論構築を試みている。とりあえず ,そ の概要を ,

弟子の小島三郎 (「 4ヽ高先生の『経営学説』につい

てJ)・ に聞いてみよう。

小高学説の特性 ――① 留学 〔昭和10-12年

に独・英・米で研修〕以前の諸研究 小高が経営

学を研究する以前の研究学科は,経済原論と景気

変動論であった。しかし,小高は当時,大きな転

換を余儀なくされた。大学当局は,学科および講

座編成の必要性から,そ のころ新たに注目を浴び

だした原価計算論の研究を,留学する小高に委託

したのである。

留学期間中,小高は景気変動論と経営学 (と く

に原価計算)を専門とした。

② 留学と小高の経営学 ドイツ留学中,ケ ル

ンにおける生活は,小高ののちの経営学体系と学

風に大きな影響をもたらした。小高は,シ ュマー

レンバッハを研究し,ゲル トマッハーおよびクラ

ウスなどと親交をもった。

そのことは,経営学の対象 「企業」の概念規定
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〔企業とは独立の資本計算制度を有 し,生産に従

事する生産単位であるというもの〕をなさしめ ,

これを経営価値の経営学的観察の中′らにおかせる

ことになった。

ケルンにおける研究生活は ,「景気変動論を一

方の基底にしつつ ,他方において原価計算などの

経営価値計算論を展開するJと いう,小高の学風

を形成 した。

しかも,そのあいだ,小高に重要な影響を与え

たものに, ニックリッシュがいる。 4ヽ高は, ニッ

クリッシュの社会経済 と企業 :経営経済 との関

係 ,経営学と国民経済学との関係に関する見解に

興味をしめし,こ れを研究した。

その理論的影響は,小高の経済性概念などにみ

られる。小高が,シ ュマーレンバッハの影響を強

く受けながらも生産性の概念を用いず ,経済性概

念を用いたところに,ニ ックリッシュとその後継

者たちの思考とのつらなりがみられる。

経済性の定義 一一小高は,こ ういう。経済性

は,経営組織と運営が合理的におこなわれ,こ れ

によって創成される財が,社会的需要に合理的に

適合することにより,企業と社会経済との適正な

関係が維持 される度合いである。あるいはそれ

は,個別社会 :企業が,そ の綜合である全体社会

の合理的発展と背馳することのないように,資本

を利用する経営活動の成果の度合いである。

こうした経済性の定義はニックリッシュの概念

規定を想起させるが,そ の根本には,さ らにメン

ガー流の,あ るいはこのメンガーの経済性に哲学

的・認識論的構想の基礎をみいだした,杉村広蔵

の主張に共通する思想が加味されていた。

つまり小高は,経済性概念を,行為の指導原理

とな り,理論的にも精密法則となると解釈した。

さて,留学中,小高は,狭義の原価計算の研究

では,と くに原価単位計算にその熱情をささげて

いる。その主題は,生産技術と計算技術の結合を

めぐる研究であった。

③ 帰国後の小高 と経営学 帰国後 ,小高が

もっとも興味をもって読んだ著作の一つに,W
プ リオーンの『経済経営論』 (Dle Lehre vom

Wirtschaftsbetrieb,3 Bd,Berlin,1935)全 3巻が

あった。なかでも第 3巻が,興味の中心であった

〔もっともその巻は,プ リオーンの弟子にあたる

リースター (Leaster)の 執筆になるものである

が〕。

それにより小高は,社会経済体制と企業との関

係を,具体的に企業組織 。経営組織において展開

する契機をつかむことになる。この関連で,小高

の著作中もっとも注 目すべき点は「経営法則の体

系Jである。これはさらに「統合合理性原則」「財

務合理性原則J「技術合理性原則J「生活合理性原

則Jの 4原則により組みたてられる。

要は,小高はこう考える。企業という構成体の

うちで,個 々人の諸要求と社会的諸要請をいかに

合理的に結合させるか,こ れがまさに企業家 。経

営者の能力と責任である。この問題を,諸制約条

件および諸要素結合の面から,科学的にモデル化

し,現実の経営者責任と企業内の生活合理性を批

半」する。

以上が,科学としてのrt‐ 営学のとるべき方法で

ある。

「実践的規範的科学」について 一一小高のい

う「実践的規範Jは ,絶対的価値規範とはまった

く別のものである。彼は,絶対的価値規範の問題

は科学の名のもとにとりあつかえないとする。つ

まり,科学の理論化のための規範と,絶対的価値

規範とを峻別する。

いずれにせよ,経営法則の体系化という主張が

小高学説の骨子となる。

① その後の小高による研究の諸特質 昭和28

-29(1953-1954)年 を転期に,小高は変化をみ

せる。それは,1)政府の指導行政と企業の問題 ,

2)ア メリカ的管理とくにケース・スタディーの重

視 ,3)産業経済的考察の重視という3点 にまとめ

られる。

一―小高経営学説の特質は,ニ ックリッシュ流

の規範的経営観およびメンガー流の経済哲学論の

合体から生じた「経営 1経済〕法則の体系化」に

みいだせる。

筆者の論及は,その点を中′らにすすめられるこ

とになる。それは当然 ,社会科学上の価値判断問

題 ,経済哲学観につらなる議論となる。

Ⅱ 主著の概要

(1)『経営経済学序説』 (昭和17年 )

① 経営経済をもって,生産経済における経済

性の合理的実現のための経営法則の体系とするこ

とが,小高の基本的態度である力。
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経営経済学における知識の体系化は,個別生産

経済における経済性上昇の実際的要求を支点とし

ている。経営経済学は,個別生産経済の経営上の

法則を研究する学問である。その研究は,合理的

評価活動を中心とする組織と運営上の法則の探究

にはかならない
"。

したがって経営経済学は,実践科学あるいは実

際的規範科学に属すべきものである。それゆえ ,

経営上の法則は,純粋の科学的法則を一定の実際

的目的の達成のために統一 しているのであり,事

実の純粋な因果関係の体系的知識とは異なる。

経営法則の性質は ,各個別生産経済間におい

て,たがいに衝撃 しあうことなく,全体的均衡の

達成に貢献するものとなる。したがってそれは ,

単純な個体自衛の法則ではなく,社会的福祉に貢

献するか否かの反省のくわえられた法則である。

国民経済の発展は,個別生産経済が,よ り高い

均衡軌道に合理的に適応することによってのみ遂

行され うるとともに,個別生産経済 じたいもま

た,かかる合理的適応によってのみその維持と発

展をなしうるのである・ 。

いまや ,統制経済の発展にともなって,国家は

国民全体の民族的使命達成の立場より,幾多の統

制立法をもって,あ るいは精神運動をもって経営

活動を誘導しつつある。個別生産経済は,かかる

全体的指導を経営内に反映させ,こ れに協力し,

これをいっそう有効とすることを要する。

経営経済学は,かかる社会条件に照応すべき経

営法則の発展を樹立すべきときである・ 。

このように ,昭和17年つま りあの戦争の時代

に,小高学説すなわち「経営法則体系J論は,よ

り具体的・現実的な学問上の「実践的規範J,い
いかえれば,当時における国民全体の民族的使命

達成 (大東亜戦争に勝利すること)を戴いていた

のである。

② 経済性概念 ――経済性概念は,純経済学

的には,人間の行動がいかに経済原則に則ってお

こなわれたかをしめすものである。

最少の労費による最大効果獲得の原則は,現在

の貨幣経済下の個別生産経営においては原価と市

価との差として現れる。経営者の基本的思考は ,

原貝1と して,その差の最大を中心として作用 して

いる。

市価は,当該給付を要求する社会の綜合的評価

をいいあらわしているから,経済性は,原価以上

に高い社会的欲望充足価値を有することによって

のみ生 じる。

経済性は,個 々の生産活動が,こ れを綜合統一

している経済の成果実現の要求に合理的に参加す

る度合いを表明するものである。

つまり,全体社会が一財に対して認める経済性

はいかにして構成されるかというに,それは,国

家あるいは一民族のごとき最高の社会集団の文化

的生活 目標の達成にいかに合理的に参加している

か,あ るいはいかに均衡 しているかを規準として

決定されるのである・ 。

ところで,経済政策は政治的文化的諸政策と結

合 して,徐々に新 しい体制を構成 し,国民経済全

体に対する統制を強化するにいたった。最近の戦

時統制経済がその速度を急激にくわえるにいたっ

たことは明らかである。

かような客観的状勢の変化は,経済性概念に対

して大いなる転換作用をはたしつつあることは否

定 しえない。すなわちこれをもって,単純な経済

上の概念としてではなく,その社会的性格が認識

され,そ の立場から新たに個体の経済性と全体の

経済性の問題が省察される。

ここで,個体経済と全体経済との関連は,単純

な個別資本に対する社会資本の関連ではない。そ

れは,生産単位としての社会集団と,一国の文化

生活体を構成する全体社会との関連であるつ
。

したがって,社会的統制体の一要素として,全

体の経済性に自己の経済性を一致させることをそ

の任務として認めることは,現在の資本計算の立

場よりすれば単純な倫理的事実として認められる

かもしれない。だが,かかる行動原則の本質は ,

過去の経済的変動の体験より抽象された新たな規

範であり,個体の維持と発展を保証するための必

然的要請である。

経営経済学の求める経営上の法則は,か くして

客観的事情の変動をそのまま必然的事実としてう

けいれ,個別経済の維持と発展を,単に資本計算

上の立場よりみての合理的組織形体たらしめる法

則ではなく,全体社会の究極 目標を実現しようと

する社会機構の担い手としての行動原則でなくて

はならない。

要は,個別経済は単なる投資機関ではなく,経

済性を有する給付の生産機関である。そのもとに

-97-



学術論文集 (第 22集 )1993

おいて,利益は,経済性の現象形態として,換言

すれば,個別経済が社会的欲求のためにおこなう

創意と責任と努力の結果を表明するものなのであ

る・ 。

③ 統制経済下における企業経営形態 ――い

まや統制経済下においては,こ れまで各個別生産

経済の利益を指標として拡大再生産をおこなうべ

きものであったが,こ れを戦争 目的遂行の国家的

目的遂行におきかえ,人間の意志・計画にしたが

って拡大再生産の構造が与えられることになる。

価格主義に対する計画主義の転換は,個別生産

経済形態のうえに根本的変化を生 じせしめるにい

たった。それゆえ,経済性は,真に国家の要求す

る方面にしたがって発揮せしめるべきである。

またそのさい,観念的転換なくして,国民経済

全体の再編成は到達できない。個人主義的営利原

則より全体主義的公益原則への観念的転換は,組
織化の完成の真髄をなすものである。

つづいて小高は,「経済新体制確立要綱」〔昭和

15年 12月 7日 閣議決定〕に言及する。同要綱は ,

あらためて統制経済下における企業経営者たるべ

きものの観念的基礎を表明したのである,と 述べ

るい。

④ 経営経済法則の体系に関する一般的考察

――実践科学としての経営経済学は,社会科学

として社会的諸条件の影響をつねに反映して,そ
の内容理論を変化するにいたる°

。

統制経済は,経営法則全体の体系のうえにいち

じるしい変化を生ぜしめた。それは,国家目的遂

行のための全産業活動を統合しようとする経済政

策に対 して,個別経済の完全な協力が要求された

事実による。

統制経済 卜においては,そ のあらゆる経営法則

が,究極においてつねに国家的利益に合一する ,

いわば,国民経済政策を実現する一手段にしての

み存在意義を有 している。

すなわち,個別生産経済における経営法則が国

防経済的合理性を有するか否かは,経営の維持と

発展を保証する究極の規範たるものである。した

がって,こ れを統制経済下の経営法則の第一原理

として考えうると思 う。

国防国家建設は,単に戦争に直接関係ある第一

線軍需産業のみではなく,現存するほとんど全部

の産業の活動力の緊張をつうじて達成されること

はいうまでもない。

換言すれば,経営が国防的合理性を有すること

は,いわゆる公益優先原理を表明するものである。

公益優先原理は,単なる経済活動の軌範たるべき

ものではない。それは,自 己意識にもとづ く個の

全に対する責任の理論的表現である。

統制経済が全社会人の経済行動を統制対象とす

る以上,あ らゆる階級の人のかかる自己意識を喚

起せしめ,公益優先を行動原則たらしめることに

よって,その目的を達 しうるのである。

したがって,公益優先の原理は超経営的一般的

規範である。かかる一般的規範より導かれて,経

営における特殊的現実的規範となるものが,国防

経済合理性にはかならない。

国防経済樹立の要求は,経済再編成に対する一

般的命題である。これを達成するためには,経営

の内部に作用するあらゆる機能に,その一般命題

を浸透させ,こ れを綜合的目標達成の軌道より逸

脱することを防止するとともに,すすんで再編成

による経済性を一層効果的たらしめることのなか

に,その真の意義が存する°。

「経営 〔経済〕法則」の体系は,こ うなる・ 。

1)統 合 合 理 性…… 統制に対する自覚と

均衡軌道の再編成の

問題。

2)企業財政合理性……資本の合理的配分と

金融政策に対する協

力の問題。

3)生産技術合理性…… 作業能率上昇の技術

的条件の分析。

4)経営生活合理性……経営厚生政策の研究。

一-1)の統合合理性に関する小高の説明を,す
こし聞こう。

国防国家の建設を絶対命題として,各人各経営

の協力が不可欠的要請である以 L,経営の問題と

しては,いかにその成員が全体として自覚し,統
告l意識に合体するかである。

経営経済学は,統制経済下の経営法則として
,

社会均衡理論の経営学的認識の問題をとりあげる

ことを要する°
。

⑤ 補 論 一一国民経済概念としての経済性

と経営概念としての経済性とを,意識的に調和さ

せることのうえに,統制経済の真の意義が存 して

いる。
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高度国防国家の完成は,わが国の民族的使命の

有する現実的課題である。この課題をはたすため

の経済性の意識的調和は,一面において,経済各

部門の合理的均衡関係を樹立 して景気変動を統制

し,生産力拡充政策を完遂するとともに,他面 ,

社会政策の遂行による労働問題の解決にむけられ

ているい。

②『経営経済学序説』 (昭 和21年 )

① 『経営経済学序説』昭和17年 〔戦時版〕と同

じ名称の著作『経営経済学序説』昭和21年 〔戦後

版〕を,つ ぎにとりあげる。本著は,前著に色濃

くにじみでていた「戦時J的性格をすっか りぬぐ

いさった内容にかわっている。

同名両著の章構成は,『経営経済学序説』昭和

17年 〔戦時版〕では,こ うであった。

第 1章 序 論

第 2章 生産経済の形態

第 3章 生産経済の結合形態

第 4章 統制経済 ドに於ける企業経営形態

第 5章 経営経済法則の体系に関する一般的

考察

これが ,『経営経済学序説』昭和21年 〔戦後版〕

になると,昭和17年 〔戦時版〕の第 4章該当部分

はなくな り,その第 5章がくりあげられ ,全 3章

の章構成にかわる。

この変更は,小高が,つ ぎのように述べている

ことに対応している。

一―企業は,現代の社会経済をになう一大支柱

である。 しかしそれは単なる生産の機関ではない。

その組織のいかん,その経営の方法は,経済問題

はもとより社会問題 ,さ らにはひろく一般文化間

題と深 く交渉している。企業のかかる社会的性格

を正確に理解 し,そ の根底のうえに設定される経

営の法則こそ,企業の合理的発展の根拠をなすも

のである。

かかる意味における経営法則の体系を樹立する

ことのなかに,小高は,経営経済学の学問的使命

をみいだすというのである°。

一一小高『経営経済学序説』昭和17年 〔戦時

版〕に出ていた特徴的な表現をひろってみよう。

戦時統制経済 ,国家・国民全体の民族的使命 ,

全体主義的基礎 ,全体社会の究極 目標 ,戦争 目的

遂行 ,国家的 目的遂行 ,国家の要求 ,国家的利

益 ,国防的観点,国防経済的合理性,国防国家建

設。

公益優先原理が超経営的一般的規範となり,経

営における特殊的現実的規範は,国防経済合理性

である。国防経済樹立は絶対命題。高度国防国家

の完成は民族的使命→現実的課題。生産力拡充政

策。

あの戦争の時代 ,小高 「経営経済学Jは ,そ の

とき対面していた社会的条件に直接照応する「経

営法貝」体系J論を展示していた。当時,小高学説

は,時代の動向,客観的状勢の変化が必然的要請

となって,当然自分の研究方法の基底である哲学

観のうえに重大な変化を生ぜしめたといっていた。

その結果,戦争の時代における「経営法則体系J

論は,国防経済的合理性というものを統制経済下

におけるlk_営法則の第一原理に位置づけていた。

ところが『経営経済学序説』昭和21年 〔戦後

版〕は,そ うした 「戦時J的性格を払拭 し,こ ん

どは,敗戦後の日本経済にもたらされた一般的社

会状況に照応させるべ く,そ の性格の変化をはか

ることになった。

『経営経済学』戦後版は,こ う述べている°
。

経営経済学は企業経営の法則を研究する学問

である。

合業は社会経済内に於いて各々独立性を有す

る経済である。

かゝる独立性を有する企業の維持と発展は其

の提供する財が経済性を有することによって可

能となるのである。こゝに謂ふところの経済性

は経営組織と運営が合理的に行はれこれによっ

て創成せられたる財が社会的需要に合理的に適

合することにより,企業と社会経済との適正な

る関係が維持せられる度合を表明するのである。

合理的な組織と運営の原則は企業の社会的意

義に対する十分の理解に立脚 した合理的なる措

置に従って実現せられるのであって,それは単

に原価と価格の二つの計算量の差の最大を希求

する計算的思考 より直接導かれるものではな

い。……・現代の統制資本主義経済下に於いては

漸次に前記の合理的なる経営経済性を根拠とし

てのみ利益の妥当性は承認せられるに至ったの

である。従って形式に於いては何れも価値量の

差額の上に経済の維持と発展の根本条件を求め

ながら,其の差額の有する意義其の根拠につい
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ての認識に本質的に変化するに至ったことが認

められるのである。

斯様に経営上の法則は経済性を実現せんとす

る実際目的を達成する為めの方法に外ならぬ。

か く一定の実際目的を達成する為めの法則を探

求することは経営経済学の学問的性質を他の純

粋科学的法則を追及せんとする学問より区別す

るものである。経営経済学に於ける知識の体系

化は生産経済に於ける経済性上昇の実際要求を

支点としてゐる。経営経済学はこれがために純

粋の科学的法則をこの実際目的達成のために統

一してゐるのであって事実の純粋なる因果関係

の体系的知識 とは異ってゐるのである。従って

そは実践的規範的科学に属すべきものであると

考へる。

戦争の時代には,「社会的条件Jと の照応関係

において,い さましくとなえられていた「国防経

済的合理性J,そ してこれを反映する「経営法則

体系J論は,敗戦後 ,いつのまにか切除されてい

るのである。

しかし,戦後版においても,「実践的規範的科

学」である「経営経済学Jは ,「経営法則体系」論

と,こ れをつらぬく「経済性J論 とをともに堅持

している。

② 経済性 一― これは,経済が給付をとおし

て社会的に欲望を満足する手段を提供 し,社会が

これを評価することによって決定される。経営者

の思考は,こ の社会的評価と経営給付の評価との

差額を最 1葛 にすることを期している・ 。

③ 経営法則 一― これは,単なる物的組織あ

るいは資本組織の法則ではなくして,物的組織を

とうして,人 と人との関係を一定の目的に統一す

る法則としての性質を有するものであるn。

経営法貝」の性質は,各個別経済である企業間に

おいてたがいに衝撃しあうことなく,全社会経済

の調和ある発展に貢献するものである。したがっ

てそれは,単なる個体自衛の法則ではなくして ,

社会的福祉に貢献するか否かの反省をくわえられ

た法則である。

かかる有機的関連の認識を根拠とするかぎり,

経営法則は不断に社会経済的思考に立脚して発展

していくべき性質のものである。新しい経済事実

の発展に直面iし ,いかに商機を確保するかが問題

となるのではなくして,こ れにそれぞれの個体が

いかに合理的に適合することによって,個体と全

体とがともに発展しうるかが問題となる。

日本はいまや終戦以来 ,経済状態が急激な転換

をしめしつつある。 これに対処すべき方策 とし

て,新 しい経済秩 l―

‐
i/を構成し,こ れによって諸種

の経済的悪条件を克服 し,も って民生産業を中心

とする平和的産業機構の完成を期 しつつある。

されば,各個の企業も,かかる全体的社会経済

の要請を経営内に反映させ,こ れに協力し,こ れ

をいっそう有効にすることが絶対命題となってい

る。経営経済学もかかる事態に照応すべき経営法

則を樹立すべ く要請されているのである°
。

① 以上のように,小高の 「戦後コ発言は,経

済性 「論Jと 経営法則体系 「論」に関 していえ

ば,抽象議論 〔→理論 「発言J〕 としてみるとき ,

これは戦時中のものとかわ りがなく,同一の論旨

である。

そこで変化 している点は,「新たなる経済事実

の発展に直面 してJ,「経営法則は不断に社会経済

的思考に立脚して発展していくべき性質のもので

あるJと いうところにみられる。

その新 しい経済事実 ,すなわち敗戦後 日本に生

じたそれは,「平和的民生産業機構の完成を期す

る」ことであった。

かつては ,「戦時J版「国防経済的合理性J論に

結着 していた,小高の「経済性J論 :「経営法月」

体系コ論であったが,こ んどはそれから離脱 し,

「戦後二版 「民生産業=平和的産業機構完成J論

に,同 じその「経済性J論 :「経営法則体系J論

は結着しなおすのである。

⑤ なお,小高『経営経済学 (第 1部 )』 (昭和23

年)の叙述は,睦営経済学序説』 (昭和21年版)

とかわ りない。さらに小高『経営経済学総論』(昭

和25年 ,増訂版昭和26年)は ,大幅に書きあらた

められてはいるが,基本主張に変化はみられない

Ⅲ 批判的考察

(1)「経営法則体系」論

小高が「経営 〔経済〕法則の体系の主張Jと し

て述べている内容を,『経営経済学序説』の戦時

版と戦後版で比較対照してみよう。つぎの表を参

照したい。両著のあいだに生 じているちがいは ,

「統合合理性J原則の項 目にある。ほかの諸項 日

0こ ち が い は な い 。
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原 則 『経営経済学序説』昭和17年 『経営経済学序説』昭和21年

統

合

合

理

性

(1)統制意志に対する自覚の問題 ,組織に於

ける指導の体系化

m)国防経済均衡軌道編成の問題

い 社会経済に於ける均衡関係認識

い)経営最適規模の再検討

(c)経営比較に対する規準

(d)技術研究の成果の公開

(e)経営給付転換

(1)企業統制職能の社会的綜合組織化

鮎)企業形態

ta)資本組織形態……企業資本蒐集 ,管理 ,

利益配分の社会的様相

lbl 経営組織形態…… 経営系列の整備 ,労

働組合の影響,技術の利用の様相

財

務

合

理

性

(1)資本調達…… 倉」業,拡張資本計算の問題

は)資本構造……確実性 ,流動性 ,収益性

輛)資本回転…… 原価要素評価 ,給付評価 ,

経営経済性評価 ,適正利潤の問題

{llfl 利益処分の問題

昭和17年 〔戦時版〕に同じ

注)生活合理性原則の lvlは ない

合
理
性

技
術

(1)研究制度の問題

ほ)管理組織の問題

m)計算制度の問題

生

活

合

理

性

(1)労務に対する報償の問題……支払賃銀と

支払形式 ,利益処分による賃銀部分と其の

利用方法,配給機構

は)経営に於ける安全設備の問題

CD 経営生活の社会性の問題…… 機能の有機

的関連に対する認識 ,経営に於ける余暇と

社交機会の問題

0 生活指導……家庭浄化運動の問題
む

略 営経済学序説』両著 (「戦時版Jと「戦後版」)

のあいだに生 じているちがいは ,「統合合理性 J

原則の項 目に しかないわけだが ,い うまでもな

く,そのちがいは,戦争の時代と平和の時代との

あいだに介在する「1945(昭和20)年 8月 15日 J

を契機に生 じている。

「実践的規範的科学Jと しての「経営 〔経済〕

学Jにおける知識の体系論は,生産経済における

経済性 卜の実際要求を支点としてお り,こ れがた

めに純粋の科学的法則をその実際 目的達成のため

に統一 しているのであって,事実の純粋な因果関

係の体系的知識とは異なっていた。

そうだとすれば,経営法則体系論のうち統合合

理性原則にかぎる話ではあるが ,『経営経済学序

表 経営法貝J体系の比較内容

説』昭和17年 〔戦時版〕のほうが,よ り具体的・

現実的な「実践的規範」をかかげていた。これに

対し,同書昭和21年 〔戦後版〕のほうは,そ の点

があいまい化し,よ り抽象的・一般的な説明内容

になっている。

戦争の時代は,個別経済に対する全体経済の
,

企業経済に対する社会経済の意志が,よ り明快に

提示されていた。いわ く「統制意志J「 指導の強

化J「国防経済Jな ど。これはより主体的であり,

かつまた被強制的なとらえかた,表現である。そ

れにくらべて戦後の時代のものは,その「主体J

面に対する経済 「全体Jの関連が希薄である。

前後 して ,ま った く同 じ「経営法則体系J論

〔そして「経済性J論〕がとなえられているけれ
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ども,その実は,いかなる「社会経済J的実践規

範とつらなるかによって,その性格を大きく異な

らせている。

そこにみてとれる「研究方法の基底である哲学

観Jの変化は,い ったいどのような「客観的状勢

の変化Jや 「必然的要請Jに よって生 じたのか ,

この点に対する納得のいく説明を小高は与えてい

ない。

時代がかわった。社会経済理念もかわった。哲

学観もかわった。だから実践的規範もかわる。 し

かし,社会科学としての経営 〔経済〕学は,そ う

した時の流れのさししめす変化を,ただそのまま

受容するだけでよいのだろうか。

結局 ,社会科学者である小高泰雄 ,経営学者と

しての彼は,自 分の学問をもってあの戦争の時代

をどのように生きてきたのか,問われることにな

ろう。

「大東亜戦争J(当 時の日本がわの呼びかた )

「太平洋戦争」(ア メリカがわの呼びかた)と いう

出来事は,ただごとではなかった。 日本関係では

3百万人が犠牲になったし,ア ジア諸国では 2千

万人が被害者として命を落とした。

その戦争の時代 ,こ の国が経営経済学に垂範 し

た強制的要請 「国防経済的合理性」 とい うもの

が,小高学説の根本性格 「実践的規範的科学Jを
方向づけていた。「経済性J論 も「経営法則体系J

論も,そ のような方向づけにしたがっていた。

ところが敗戦後は,そのような理論志向はいと

もたやす く放棄され,こ んどは「民生産業=平和

的産業機構完成J論が
~実

践Elt規範的科学Jの指

金|と なって登場する。ここでは当然 ,小高学説の

学問理念における「観念的転換」の意味が問われ

ねばならない。

12)「経済性の経営学」

小島三郎は,小高の「財政J概念はニックリッ

シュの規定を想起させるに十分であるがと述べな

がら,その根本思想には,さ らにメンガー流の
,

あるいはそのメンガーの経済性に哲学的・認識論

的構想の基礎があるとも述べていた。 くわえてそ

こには,杉村広蔵の「経済哲学J論に共通する思

想が加味されているとも述べていた。

筆者は,こ うした解釈の真意をさぐるために
,

杉村広蔵『経済哲学の基本問題』(昭和10年)を参

照 してみた。

一一経済性原理によって厚生経済学を支持すべ

きことは,こ の原理が経営原則として妥当性を有

するという意味からも理由づけられる。厚生経済

学は,人類社会の合理的経営 〔経済的経営の合理

性〕を問題としている。

経済性原理は,行為の実践的準則として経験さ

れると1司 時に,ながい妥当価値を表明する合理的

秩序としても経験されている。そこに経済性原理

の客観的妥当が合理化されていく姿相がみいださ

れる冽。

そこで問われるものは,意味関連としての客観

化にほかならない。

経済性原理の客観的妥当を問うことにより,相

対的全体をつ くりあげて,経済哲学的領域を確立

しなくてはならない。 したがって,経済性の原理

を経済生活の内在的ア・プリオリであると解釈し

て, リッケル トにならってこれを経済的文化価値

というように観たとしても,必ず しも方法論上の

誤謬を犯すものだとは思われない a)。

メンガーの経済性原理は,現象理論の拘束から

ぬけだして,実践理論の要求を率直にいいあらわ

し,それによって経済的価値生活の理念を指示 し

たことは,経済哲学の根本問題をとらえたものだ

といえる。

その経済性の原理は,自 然法則的直観を概念的

に,当為の必然性をもってあらわそ うとしたもの

にはかならない 2・

。

また,経済性の原理には,超個的全体的意味が

ある。主体的真実性を中′いとした経済性原理は ,

実践の当為たる性格から,その客観的妥当の条件

として
~社

会性_と 「歴史性」 とをもち ,し た

がって,かの歴史哲学的普遍性の内面的構造をそ

なえているお
。

メンガーの経済性は,経済実践の真実性をさ

し,経済的実践における主体的真実性なのである。

経済性というのは,経済そのものの構成的原理で

あって,経済学の限界概念だといってもよい。

相対的関連のもとに,経済一般を全体の全体と

して,統一の統一としてまとめること,こ れが「経

済哲学の基本問題」のなすべきところである2■

。

小高の 「実践的規範的科学」としての「経営経

済学」が ,「経営法則体系J論 と「経済性」論を展

開するさい,こ れらを支持することになる哲学的

-102-



・認識論的根拠は,小島三郎が指摘するように杉

村広蔵の 「経済哲学J論である。

小高経営学説は,その杉村広蔵の「経済哲学」

を本質論的基礎に使い,そのうえで,シ ュマーレ

ンバッハ,ニ ックリッシュ,プ リオーン (リ ース

ター)な どの経営経済学を材料に理論展開する。

小高『増訂経営経済学総論』(昭和26年 )か ら引

用する。前述の杉村 「経済哲学J論とよく比較 し

ながら読むべきものである2い

。

経営経済学の求むる経営上の法則は,個別経

済の維持と発展を単に資本計算上の立場より見

ての合理的組織形態たらしむる法則ではなくし

て,全体社会の厚生を実現せんとする社会機構

の担ひ手としての行動原則でなくてはならぬ。

我々は経済性を以って個別社会たる企業が其

の綜合たる全体社会の合理的発展と背馳するこ

となき様に行ったところの生産活動の成果の度

合を表明するものであると定義したい。各個企

業が経済性を基礎として其の経営を行ふ限 り,

そは単に個々の企業の発展のみでなく産業的攪

乱 ,社会的貧困化を極力防 lLし得て全社会の経

済的福祉を持続的に増進せしめ得るのである。

かかる成果の中にこそ真の企業経済の発展を見

るべきであらう。然し現実の企業は必ずしもか

かる観点に立って,経営を行ふものではない。

否寧ろ其の収益性を排他的に擁護するが為め其

の全体の結果は去Pっ て社会の発展を停退せ し

め,或はこれを逆行せしむる結果をすら薔らす

ことがある。従って経済性の上昇を基底として

構想せられた経営法則の体系は現実の企業経営

活動を批判すべき規範概念である。

惟ふに経済性は経営収益の本質をなすもので

ある。其の収益は現代の社会に於いては経済性

の現象形態である。しかし現象は屡々本質と矛

盾して現はれる。

一一小島三郎の解説では,小高は「科学の理論

化のための規範」と「絶対的価値規範」とを峻別

する態度をとっていた,と されている。

しかし,前節(1)に おける検討からもわかるよう

に,「経営法則体系」論や 「経済性」論は,「企業

の歴史的な発展を省察する立場より導かれた規範

であるJと いうところにおいて,従来の「規範学

説Jと は異なるものがある2い にもかかわらず ,結

局 ,そ の主唱は「歴史性J「社会性Jに おいて重大

な難問をふ くんでいる。

なぜなら,小高は,自 説 「経営法則体系J論を

「科学の理論化のための規範J論 として活用しよ

うとするが,その「規範Jの最終的よりどころ→

基準・観′点を,その時どきの社会環境 ,社会経済

そのもののありかたに,無批半1的・無条件的に求

めるにすぎなかったからである。

その結果,小高学説の「規範」は,こ れが対面

している各時代がさししめした主要理念を,わけ

もなくそのまま受認してしまう立場をとるほかな

かった。

小高においては,特定の時代におけるある社会

理念→時代思潮が,直接 「絶対的価値規範」とな

る。これが,彼の「科学の理論化のための規範J

を定めていた。

小高の経営経済学における「実践的規範Jに ,

特定の時代に現象している「絶対的価値規範」を

批判する問題意識はない。

小高はいう
2つ

。

経営経済学者が現実を取 り上げた場合に,か

かる規範を中心として常に現実を批判 し,かか

る規範の実現に導 くといふことが,経営経済学

者の実際界に対する活動の意義なのである。

その「かかる規範Jと いうものは,こ れをもっ

て批判 しようとする相手 ,つ ま り,そ の時代の

「絶対的価値規範Jと 無縁ではなかったはずであ

る。その意味では,彼のいう「批判Jは徹底しえ

ないし,不全なものになるほかなかった。

あの戦争の時代 ,こ れに対面していたさいの小

高の態度 「表明Jで もわかるように,彼の批判し

ていた相手は「時代の流れ」や 「体制 じたいJで

はなかった。むしろそれは,当時の4n_済 現実に奉

仕 しえないような 〔と彼が半」断 していた ところ

の〕「経営経済学Jの性格であったのである。

それと同時に,小高は,経営経済学が研究対象

とする「経営経済 (企業)」 の,そ の当時における

ありかたに対する批判もおこなうといっていた。

小高のい う「社会的矛盾の克服J場 とは ,「戦

時Jと いう次元における体制の課題を意味するも

のではなかったか。だが,その体制のいかんは ,

所 与のものとされていた。

Ⅳ む す び―経済哲学論の錯誤―

小高はいっていた。経営経済学は,生産活動を

-103-



学術論文集 (第 22集 )1993

して,社会のより合理的発展を実現するための要

請に答える法則を展開しようとする。それは,単

なる経営者の学ではなく,生産の学である。

企業を対象とし,そ の経営上の法則を研究すべ

き経営経済学の社会的意義は,企業 目的を実現し

ようとする実際目的を達成するための方法を探求

することである。

斯学は,実践的規範的科学に属すべきものであ

る2い

。

一一小高学説の追究しているものは ,「経営法

則体系」論 「経済性J論にかかわる「科学の理論

化のための規範Jであって,こ の「規範」が社会

経済の次元においてさらにどのような課題を体制

上もつのか,と いうところまではいかない。とい

うのも,こ れは所与の課題であったからである。

どのような学問であれ ,ま たこの学問がどのよ

うな立場に立つのであれ ,学問の基本的使命であ

るはずの「体制批判」に到達 しえないものは,学

問とよぶ資格を欠 く。

「経営経済学の批判的性格J坤 に対する小高の

態度には,疑間が生 じて当然である。

あの戦争の時代 (太平洋戦争 :大東亜戦争)は

実は,小高自身の学問理念→「経済哲学J流 の「経

営法則体系J論 ,「経済性」論に反する経済・経営

事態を生起させていた。だが,こ れを,小高は批

判していない。彼にこのllL半」意識はない。

「社会のより合理的な発展J〔 とその実現〕のた

めの「経営経済学Jなのであれば,あ の戦争の時

代に存在 していた 「社会的矛盾の克服二 どころ

か,そ の逆の,そ の時代情勢にともか く全面的に

協力するだけの「研究者の主観的な価値判断J"
というものは,「企業の歴史的発展を省察する立

場より導かれた規範Jの真価を疑わせる。

結局 ,1945(昭 和20)年 8月 15日 まで ,小高

は,それまであった「戦時J体制理念を ,「絶対命

題J〔 いいかえれば「所与」〕とうけとめていた。

それは具体的には「国防経済的合理性Jと 表現さ

れてお り,こ れに奉仕すべき「経営法則体系」

論 ,「経済性J論を論 じていた 30。

それでも小高の学説は,「実践的規範的科学」

として,戦後の時代に生きつづける。敗戦以降

も,こ の「科学Jは 「経営法則体系J論 と「経済

性J論をしたがえていた。

【付説】 小高『経営経済学序説』 (昭和17年

版)の 第 5章 「経営経済法則の体系に

関する一般的考察Jの 初出は ,『三田

学会雑誌』第35巻第 1号昭和16年 1月

である。

小高『経営経済学全』 (昭和18年版)

には『経営経済学序説』 (昭和17年版)

のその第 5章は収められていない。こ

の昭和18年版は全 4章の構成 〔昭和 17

年版の第 4章 までと同じ〕である。

小高『経営原論』 (昭和33年)は ,

「経営法貝lJの 体系をつぎのように要

約している。

基本的管理法則 :計画原則 ,

経営法則 -1:[][]亀

貫|[#宗冬了装 J
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1)小島二郎「小高先生の『経営学説』について」,小高泰

雄博士還暦記念論文集・慶応義塾経営会計研究室編

『経営組織と計算制度』中央経済社,昭和39年。小高泰

雄の経営学関係の主著は,つ ぎのとおりである。

『経営経済学』慶応出版社,昭和14年。『経営経済学序

説』慶応義塾出版局,昭和17年。『経営経済学全』慶応

出版社,昭和18年。『経営経済学序説』霞ケ関書房,昭

和21年。『経営経済学 (第 1部 )』 泉文堂,昭和23年。『経

営経済学総論』泉文堂,昭和25年。『経営経済学新講』

経営経済研究所,昭和28年。『経営原論』経営経済研究

所,昭和33年 。『経営学教材』経営経済研究所,昭和36

年。『経営学一課題と方法―』東洋経済新報社,昭和42

年。

2)『経営経済学序説』昭和17年 ,序。

3)同書,15頁 ,10頁 ,19頁。

4)同書,15-17頁 。

5)同書,17-18頁 。

6)同書,30-32頁 。

7)同 書,38-39頁 。

8)同 書,41-42頁 ,40頁。

9)同 書,171-174頁。

10)同 書,209頁。

11)同 書,216-218頁。

12)同 書,223頁。

13)同 書,225頁 ,229頁。

14)同書,315-316頁。

15)『経営経済学序説』昭和21年 ,序。

16)1司 書,13-16頁 。

17)18)1司 書,16頁。
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19)同 書,17頁。                      26)同 書,13頁。

20)杉村広蔵『経済哲学の基本問題』岩波書店,昭和10年 ,  27)同 書,14頁。

301頁 ,173頁 ,162頁。                 28)同 書,13頁。

21)同 書,159頁 ,151頁 ,149頁。              29)同 書,15頁 ,3頁 , 9-10頁 。

22)同 書,145頁 ,142-143頁。               30)同 書,14頁。

23)同 書,125頁 ,123頁。                 31)同 書,13頁。

24)同 書,109頁 ,89頁 ,79頁。               32)」 高ヽ学説については,斐 富吉『日本経営思想史―戦
25)小高泰雄『増訂経営経済学総論』泉文堂,昭和26年 ,     時体制期の経営学―』マルジュ社,1983年 ,第 4章「事

73頁 ,63頁。                        例分析J17小高泰雄も参照されたい。
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